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広報あがの

お知らせ版
2022（令和4年）12.15号広報あがの

お知らせ版
No.

261
主　
要　
連　
絡　
先

安 田 支 所  ☎ 68‐3000
安田公民館・体育館  ☎ 68‐3006

京ヶ瀬支所  ☎ 67‐2111
市立図書館  ☎ 67‐2500

阿賀野市役所  ☎ 62‐2510
水原総合体育館  ☎ 62‐0656
水原公民館  ☎ 62‐2028
あがの市民病院  ☎ 62‐2780
上下水道局  ☎ 62‐2159
消 防 本 部  ☎ 62‐0119

笹 神 支 所  ☎ 62‐4141
学 校 教 育 課  ☎ 62‐2790
生 涯 学 習 課  ☎ 62‐5322
農 業 委 員 会  ☎ 62‐2420
笹 神 体 育 館  ☎ 61‐2111
ふれあい会館  ☎ 63‐8019     

■略字の見方

◀  このマークが付いている記事は、参加すると
あがのポイントが○ポイント付与されます。
参加の際はカードを持参してください。

日日＝日時・期間　場場＝場所・会場　内内＝内容
対対＝対象　　　  定定＝定員　　　    ￥￥＝参加費等
講講＝講師　  　  　持持＝持ち物　　   他他＝その他　
申申＝申し込み  　 問問＝問い合わせ
先着…先着順　  抽選…応募多数の場合抽選
※対対誰でも、定定なし、￥￥無料、申申不要の場合は記載なし

（例）（例）
IDID==1234

◀  記事の最後に記載されているIDを市ホーム
ページのページ ID 検索欄に入力すると、簡
単に該当ページを見つけることができます。

あがのポイント
対象事業

年末年始（12 月 28 日～ 1 月 5 日）の業務日程表
【  の部分がお休み、  の部分が営業日です】

期日
施設・業務名等

28 日
（水）

29 日
（木）

30 日
（金）

31 日
（土）

1 日
（日・祝）

2 日
（月・祝）

3 日
（火）

4 日
（水）

5 日
（木）

市役所・各支所・上下水道局 ※ 1 ※ 1

あがの市民病院

市営バス

ごみ収集 ※ 2

五泉地域衛生施設組合 ※ 3

し尿収集 正午
まで

環境センター

阿賀北葬斎場

各公民館・体育館・スポーツ施設

市立（京ヶ瀬）・水原中学校市民図書室 午後５時
まで

安田・笹神図書館

市立児童クラブ（やすだ・コスモス）、
病児保育室おひさま

子育て支援センターにこにこ

保健福祉センター京和荘

リズム・ハウス瓢湖

五頭山麓うららの森 観光案内所、
情報発信館・体験学習館

五頭山麓うららの森 ふれあい野菜即売所 正午
まで

吉田東伍記念博物館、神山ふれあい
の家
水原代官所、水原ふるさと農業歴史
資料館、福祉会館、おんこ茶屋
天朝山文化交流の家、コミュニティ
センター瓢湖憩の家

道の駅あがの 午後4時
まで

◎ 五頭連峰少年自然の家・五頭山麓いこいの森キャンプ場は、３月 31 日まで休みます。
※ 1   12 月 29 日（木）、30 日（金）は、午前８時 30 分から正午まで、戸籍、住民票、印鑑証明、パスポート

の交付、納税、納税相談、口座振替手続きなどの業務を市役所１階 市民生活課（本庁のみ）で、マイナン
バーカードの申請・交付の受け付け（本人確認、暗証番号の設定のみ）を第 1 多目的ホールで取り扱います。
転入・転出・転居手続きは取り扱いできません。　問問 市民生活課 市民係　☎ 62‐2510（内線 2101）

※2  可燃ごみは収集曜日の指定にかかわらず全域で回収。資源ごみはカレンダーどおり。　※3  可燃ごみのみ。
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催
　
　
し

催
　
　
し

令
和
令
和
55
年年

阿
賀
野
市
消
防
出
初
式

日日
１
月
7
日
（
土
）
午
前
10
時
30

分
～
11
時
30
分　
場場
水
原
公
民
館

内内
消
防
関
係
者
に
よ
る
式
典
、

消
防
団
員
に
よ
る
防
火
広
報　

問問
消
防
本
部　
☎
62
‐
０
１
１
９

手
続
き
手
続
き・・制
度
制
度

Procedure･ System

小
規
模
工
事
な
ど

小
規
模
工
事
な
ど

契
約
希
望
者
登
録
制
度

　
こ
の
制
度
は
、
市
が
発
注
す
る

小
規
模
な
建
設
工
事
お
よ
び
修
繕

に
つ
い
て
、
阿
賀
野
市
建
設
工
事

入
札
等
参
加
資
格
者
名
簿
に
登

載
の
な
い
市
内
小
規
模
事
業
者
の

受
注
機
会
を
拡
大
し
、
市
内
経
済

の
活
性
化
と
事
業
支
援
を
図
る
こ

と
を
目
的
に
定
め
た
も
の
で
す
。

対対
市
内
に
主
た
る
事
業
所
ま
た

は
住
所
を
有
す
る
人　

※
他
の

要
件
あ
り　

契
約
対
象
＝

契
約
対
象
＝
内
容

が
軽
易
で
、
履
行
の
確
保
が
容

易
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
契
約

金
額
が
１
３
０
万
円
未
満
の
も

の　

他他
登
録
申
請
は
、
市
役
所

２
階 

管
財
課
で
随
時
受
け
付
け

ま
す
（
現
在
は
、
令
和
3
・
4

年
度
分
）。
令
和
5
・
6
年
度

の
登
録
は
別
途
申
請
が
必
要
で

す
。
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。　

問問
管
財
課 

入
札
契
係　

☎
62
‐

２
５
１
０
（
内
線
２
３
６
２
）　

IDID
＝＝
２
２
６
３

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
の
た
め
、
掲
載
し
た

イ
ベ
ン
ト
や
例
年
実
施
し
て
い

る
イ
ベ
ン
ト
が
中
止
・
延
期
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

最
新
の
情
報
は
、
問
い
合

わ
せ
先
に
確
認
す
る
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。　
IDID
＝＝
３
１
８
９

　
催
し
や
講
座
等
に
参
加

す
る
人
は
、
マ
ス
ク
の
着

用
や
当
日
の
検

温
な
ど
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

　「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（１世帯当たり５万円）」の対象にならない以下の世
帯に対して、市独自の支援として給付金を支給します。

申請方法

市から送付された申請書に必要事項を記入、証明書類を添付し、返信用封筒で返
信してください。申請書は市役所１階 社会福祉課にあるほか、市ホームページ（IDID
＝＝ 11024）からダウンロードできます。　※令和 4 年 1 月 2 日以降に転入した
人がいる世帯にも申請書を送付しています。その場合、申請しても、審査の結果、
支給対象にならない場合があります。

申請期限 ２月 28 日（火）　※当日消印有効

申し込み先 社会福祉課 福祉企画係　☎ 62‐2510（内線 2145・2146）

問問税務課 市民税係　☎ 62‐2510（内線 2664 ～ 2666）

　令和 5 年 2 ～ 3 月にかけて実施する確定申告・住民税申告の申告相談会は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止と会場内の混雑緩和のため、完全予約制で行います。これまで設けてい
た当日枠（予約なしの枠）はありません。　
　※予約方法などの詳細は、広報あがのお知らせ版 1 月 15 日号に掲載します。
　申告書を自分で作成できる人は、電子申告や郵送での提出にご協力をお願いします。

申申

対象世帯

（1）次のいずれかに該当するひとり親世帯（1）次のいずれかに該当するひとり親世帯
　　① 公的年金（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など）の受

給を理由に、令和 4 年 4 月分の児童扶養手当を受給していない人
　

　　② 令和 4 年 4 月分の児童扶養手当を受給していない人で、新型コロナウイルス
感染症の影響により、収入が児童扶養手当受給者と同水準になった人

（2） （2） 令和 4 年３月 31 日時点で 18 歳未満の児童（障がい児の場合は 20 歳未満）令和 4 年３月 31 日時点で 18 歳未満の児童（障がい児の場合は 20 歳未満）
を養育する次のいずれかに該当する世帯（令和 5 年２月末までに生まれた新生を養育する次のいずれかに該当する世帯（令和 5 年２月末までに生まれた新生
児を含む）　児を含む）　※ ※ 父母ともに児童を養育している場合は、所得の高い方を審査父母ともに児童を養育している場合は、所得の高い方を審査

　　①令和 4 年度住民税均等割が非課税の人（未申告の場合は申告が必要）
　

　　② 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和 4 年１月１日以降、住民税非
課税相当の収入になった人

　

 ※（1）、（2）のいずれも今年度すでに本給付金の支給を受けた世帯は対象外 ※（1）、（2）のいずれも今年度すでに本給付金の支給を受けた世帯は対象外

申請先
申請書類に必要事項を記入し、市役所１階 社会福祉課に持参または郵送（〒 959‐
2092 阿賀野市岡山町 10‐15）で提出してください。申請書は、社会福祉課にあ
るほか、市ホームページ（IDID ＝＝ 8061・8639）からダウンロードできます。

申請期限 ２月 28 日（火）

問い合わせ先 社会福祉課 児童福祉係　☎ 62‐2510（内線 2152）

　食料品などの物価高騰により、日常生活に大きな影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、
生活支援特別給付金を支給します。次の要件に該当する世帯は、期限までに申請してください。

低所得の子育て世帯

住民税均等割のみ課税世帯など

対象世帯

令和 4 年 12 月 1 日時点で、世帯全員が
・・住民税均等割のみ課税
・・住民税均等割のみ課税と非課税　の世帯員で構成される世帯

◎支給世帯モデル例（３人世帯の場合）

●：所得割課税者　★：均等割のみ課税者　◆：住民税非課税者

対象 対象外

電力・ガス・食料品等価格
高騰緊急支援給付金の対象

★　★　★

★　◆　◆

●　★　★

●　●　◆

◆　◆　◆



5 4広報あがの「お知らせ版」令和 4年 12月 15日号 広報あがの「お知らせ版」令和 4年 12月 15日号

催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉
ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

健
康
健
康・・福
祉
福
祉

H
ealth･ W

elfare

あ
が
の
市
民
病
院

あ
が
の
市
民
病
院

1
月
糖
尿
病
教
室

　

糖
尿
病
に
関
心
の
あ
る
人
な

ら
誰
で
も
参
加
で
き
ま
す
。
糖

尿
病
に
つ
い
て
学
び
ま
せ
ん
か
。

◎
第
１
回

◎
第
１
回

日日
1
月
12
日
（
木
）
午
後
2
時
～

3
時　
場場
あ
が
の
市
民
病
院
2
階

「
講
堂
」　
内内
糖
尿
病
の
診
断
と
治

療
、
糖
尿
病
の
臨
床
検
査　
講講
北

川
め
ぐ
み
氏
（
あ
が
の
市
民
病
院 

糖
尿
病
・
生
活
習
慣
病
予
防
治
療

セ
ン
タ
ー
医
師
）、
検
査
技
師

◎
第
２
回

◎
第
２
回

日日
1
月
19
日
（
木
）
午
後
2
時
～

３
時　

場場
あ
が
の
市
民
病
院
２

階
「
講
堂
」　
内内
バ
ラ
ン
ス
良
い

食
事
に
つ
い
て
、
糖
尿
病
の
薬
の

話　
講講
管
理
栄
養
士
、
薬
剤
師

◎
第
３
回

◎
第
３
回

日日
1
月
26
日
（
木
）
午
後
2
時

～
3
時　

場場
あ
が
の
市
民
病
院

2
階
「
講
堂
」　
内内
糖
尿
病
の
た

め
の
運
動
療
法
、
シ
ッ
ク
デ
イ
・

フ
ッ
ト
ケ
ア
に
つ
い
て　

講講
理

学
療
法
士
、
看
護
師

◎
共
通
事
項

◎
共
通
事
項

他他
7
、
9
、
11
月
に
行
っ
た
教
室

と
同
じ
内
容
で
す
。　
定定
各
回
20

人
程
度　
申申
・
問問
あ
が
の
市
民
病

院　
☎
62
‐
２
９
０
０
（
平
日
、
午

後
2
時
30
分
～
4
時
30
分
）　
申
し
申
し

込
み
開
始

込
み
開
始
＝＝
12
月
16
日
（
金
）
～

年
末
年
始
の
体
調
不
良
時
の
受
診

年
末
年
始
の
体
調
不
良
時
の
受
診

新
発
田
地
区
救
急
診
療
所
・

休
日
歯
科
診
療
所

　

急
な
発
熱
や
体
調
不
良
時
は
、

新
発
田
地
区
救
急
診
療
所
・
休
日

歯
科
診
療
所
に
受
診
で
き
ま
す
。

事
前
に
電
話
で
医
師
や
看
護
師
に

相
談
の
上
、受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

・・  

内
科
・
小
児
科
…

内
科
・
小
児
科
…
12
月
29
日

（
木
）、
30
日
（
金
）
午
後
7

時
30
分
～
9
時
30
分
、
12
月

31
日
（
土
）
～
1
月
3
日
（
火
）

午
前
9
時
～
11
時
30
分
、
午

後
1
時
30
分
～
4
時
30
分
、

午
後
6
時
30
分
～
9
時

・・  

外
科
…

外
科
…
1
月
1
日
（
日
・
祝
）

午
前
9
時
～
11
時
30
分
、
午

後
1
時
30
分
～
4
時
30
分

・・  

歯
科
…

歯
科
…
12
月
31
日
（
土
）
～

1
月
3
日
（
火
）
午
前
9
時

～
11
時
30
分
、
午
後
1
時
30

分
～
4
時
30
分

問問
新
発
田
地
区
救
急
診
療
所
・

休
日
救
急
歯
科
診
療
所　

☎

０
２
５
４
‐
23
‐
８
３
５
０
（
新

発
田
市
本
町
1
丁
目
16
‐
14
）

手話の世界をのぞいてみよう！

手話の普及啓発動画手話の普及啓発動画
第 5第 5 弾を配信します弾を配信します

　市では、平成 29 年に「阿賀野市手話言語条例」
を制定し、手話は言語であることを広く知っても
らうため、手話の普及啓発活動を行っています。
　第 5 弾となる今回の動画は「手話の表現にふれ
てみよう」をテーマに、第４弾に続き、簡単な単
語をクイズ形式にした内容です。

問問 障がい者基幹相談支援センター　☎ 61‐2488

ＹｏｕTｕｂｅ
阿賀野市公式
チャンネル

市ホーム
ページ

手
続
き
手
続
き・・制
度
制
度

Procedure･ System

令
和
４
年
度

令
和
４
年
度

調
理
師
の

就
業
届
け
出
に
つ
い
て

　

調
理
師
は
、
2
年
ご
と
に
就

業
地
の
都
道
府
県
知
事
に
そ
の

状
況
を
届
け
出
る
こ
と
が
法
律

で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
今
年
度
は

そ
の
実
施
年
度
に
当
た
り
ま
す
。

対対
県
内
に
あ
る
次
の
施
設
な
ど
で
調

理
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
調
理
師

① 

寄
宿
舎
、
学
校
、
病
院
、
事

業
所
、
社
会
福
祉
施
設
、
介

護
老
人
保
健
施
設
、
矯
正
施

設
、
給
食
施
設
な
ど

② 

飲
食
店
営
業
、
魚
介
類
販
売

業
、
そ
う
ざ
い
製
造
業
、
複

合
型
そ
う
ざ
い
製
造
業

提
出
先
＝

提
出
先
＝
就
業
地
を
管
轄
す
る
県

地
域
振
興
局 

健
康
福
祉
部
ま
た

は
新
潟
市
保
健
所　
提
出
期
間
＝

提
出
期
間
＝

1
月
1
日
（
日
）
～
15
日
（
日
）

他他
調
理
師
業
務
従
事
者
届
お
よ

び
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
が
必
要
な
場
合

は
、
新
潟
県
福
祉
保
健
部 

健
康
づ

く
り
支
援
課
に
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。　
問問
新
潟
県
福
祉
保
健
部 

健

康
づ
く
り
支
援
課 

歯
科
保
健
係　

☎
０
２
５
‐
２
８
０
‐
５
９
３
４
、

Ⓕ
０
２
５
‐
２
８
５
‐
８
７
５
７

【お詫びと訂正】
　12 月 1 日号 6 ページ「年内のワクチン接
種をお願いします」の記事について、本文中、
新潟県の新型コロナウイルスの患者数に誤り
がありました。お詫びして訂正します。

〈誤〉   7,665 人 / 日
〈正〉  7,605 人 / 日

スマイルキッズ・もう一匹の家族にスマイルキッズ・もう一匹の家族に

　広報あがの1日号に連載中の「スマイルキッズ」「もう一
ひ と り

匹の家族」のコーナーに登場
してくれる就学前のお子さんや自慢のペット（犬や猫のほか、小鳥や金魚など種類不問）
を募集しています。掲載を希望する人は、電話または電子メールで問い合わせてください。
問問  市長政策・市民協働課 秘書広報広聴係　☎ 62‐2510（内線 2212）
　 shiminkyodo@city.agano.niigata.jp

新型コロナワクチン情報

新型コロナワクチンの接種を年内に済ませましょう

　市で行う、オミクロン株対応ワクチンの大規模集団接種は、12 月末で終了します。1 月以降は、
規模を縮小し、月２回程度で行う予定です。
　接種を希望する人は、早めに予約をしてください。
予約方法＝予約方法＝ ①インターネットで予約（右記二次元コードから）、②電話（☎ 025‐250

‐5380）で予約、③水原保健センター 2 階 健康推進課・各支所窓口で予約
問問新型コロナワクチン接種推進室　☎ 62‐1781（この電話番号での予約はできません）

ラストラスト
チャンス！チャンス！

マイナポイント第2弾の対象になる
マイナンバーカードの申請期限は1122月月末末です !

問問市民生活課 マイナカード普及推進班　☎ 62‐2510（内線 2199）

〈マイナポイントの申し込みに必要なもの〉
マイナンバーカード／マイナポイントを付与するキャッシュレス決済サービスの ID、セキュリティコード／マイ
ナンバーカードの暗証番号（数字 4 桁）／本人確認書類（運転免許証、保険証など）　※マイナンバーカードの暗証
番号を覚えていない人／本人名義の銀行口座の通帳またはキャッシュカード　※公金受取口座の登録を希望する人

日
時・予
約
方
法
等

夜間
〔予約不要〕 日日  12 月 21 日（水）午後 5 時 15 分～ 7 時

休日
〔要予約〕

日日  12 月 25 日（日）午前 9 時～正午
申申   希望日の 4 日前までに市民生活課 マイナカード普及推進班に電話〔☎ 62‐2510
（内線 2199）〕で予約してください。

場所 市役所 1 階「第 1 多目的ホール」

夜間・休日のマイナポイント申し込み支援 

夜間・休日・年末のマイナンバーカード申請・交付 

日
時
・
予
約
方
法
等

夜間
〔予約不要〕

日日  12 月 21 日（水）、28 日（水）午後 5 時 15 分～ 7 時
　 ※ 28 日（水）はカードの交付や更新などの手続きはできません。

休日
〔要予約〕

日日  12 月 25 日（日）午前 9 時～正午
申申    希望日の 4 日前までに市民生活課 マイナカード普及推進班に電話〔☎ 62‐2510

（内線 2199）〕で予約してください。

年末
〔予約不要〕

日日  12 月 29 日（木）、30 日（金）午前 8 時 30 分～正午
　 ※ 交付は受け付け（本人確認、暗証番号の設定）のみ。後日、マイナンバーカード

を自宅に送付します。カードの更新などの手続きはできません。
場所 市役所 1 階「第 1 多目的ホール」

〈マイナンバーカード申請に必要なもの〉
本人確認書類（運転免許証、保険証など 2 点）／通知カードまたは個人番号通知書／マイナンバーカード交
付申請書　※持っている人／顔写真（縦 4.5cm ×横 3.5cm、最近 6 カ月以内に撮影、正面・無背景のもの）
※市役所・各支所で申請する場合は、無料で写真を撮影します。



7 6広報あがの「お知らせ版」令和 4年 12月 15日号 広報あがの「お知らせ版」令和 4年 12月 15日号

催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉
ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム

利
用
説
明
会

　

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
を
初

め
て
利
用
す
る
人
は
、
説
明
会

に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
夜
間
説
明
会

◎
夜
間
説
明
会

○
水
原
総
合
体
育
館

日日
12
月
18
日
（
日
）
午
後
７
時

30
分
～　
定定
10
人
程
度 

先
着

○
笹
神
体
育
館

日日
1
月
９
日
（
月
・
祝
）
午
後
７

時
30
分
～　
定定
10
人
程
度 

先
着

◎
昼
間
説
明
会

◎
昼
間
説
明
会

○
水
原
総
合
体
育
館
・
笹
神
体
育
館

日日
月
～
金
曜
（
祝
日
・
年
末
年

始
を
除
く
）
午
後
１
時
30
分
～

４
時　
※
要
事
前
問
い
合
わ
せ

◎
共
通
事
項

◎
共
通
事
項

所
要
時
間
＝

所
要
時
間
＝
約
１
時
間　

※
ジ

ム
経
験
者
は
、
簡
単
な
体
育
館

の
利
用
説
明
（
約
10
分
）
の

み
。
予
約
時
に
申
し
出
て
く

だ
さ
い
。　

他他
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

ル
ー
ム
の
利
用
料
金
は
、
市
内

在
住
・
在
勤
者
は
２
０
０
円
／

回
、
そ
れ
以
外
の
人
は
３
０
０

円
／
回
（
65
歳
以
上
の
市
内
在

住
者
は
無
料
）
で
す
。　

※
お

得
な
回
数
券
、
定
期
券
あ
り　

申申
・
問問
水
原
総
合
体
育
館　

☎

62
‐
０
６
５
６
、
笹
神
体
育
館

☎
61
‐
２
１
１
１　

※
前
日
ま

で
に
要
申
し
込
み
。　

IDID
＝＝

２
２
０
５
（
水
原
総
合
体
育

館
）、２
２
０
３
（
笹
神
体
育
館
）

く
ら
し
く
ら
し・・相
談
相
談

Life･ Consultation

就
職
相
談
会

日日
１
月
17
日
（
火
）
午
後
２
時

～
４
時　

場場
水
原
公
民
館
３
階

対対
15
～
49
歳
で
就
業
し
て
い
な

い
人　

内内
面
接
対
応
、
履
歴
書

の
添
削
、
就
職
に
関
す
る
相
談

な
ど　

他他
前
日
ま
で
に
電
話
で

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。　

申申
・

問問
下
越
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
（
新
発
田
市
大
栄

町
１
‐
１
‐
１
）　
☎
０
２
５
４

‐
28
‐
８
７
３
５

ご
み
シ
ー
ル
を
配
布
し
ま
す

　

市
で
は
、
６
月
と
12
月
の
年

２
回
、
ご
み
シ
ー
ル
（
家
庭
用

可
燃
ご
み
処
理
券
）
を
無
料
配

布
し
て
い
ま
す
。

　
12
月
15
日
（
木
）
か
ら
、
令
和

5
年
上
半
期
（
１
～
６
月
）
分
の

シ
ー
ル
を
順
次
配
布
し
ま
す
。

※ 

２
歳
以
下
の
乳
幼
児
が
い
る
世

帯
は
、
右
表
の
枚
数
に
乳
幼
児

1
人
に
つ
き
3
シ
ー
ト
を
加
算

◎◎  

ご
み
の
減
量
・
リ
サ
イ
ク
ル
に
協
力
を

ご
み
の
減
量
・
リ
サ
イ
ク
ル
に
協
力
を

・・  

家
庭
か
ら
出
る
可
燃
ご
み
は
、

透
明
・
半
透
明
の
袋
（
80
㎝

×
65
㎝
以
内
）
に
入
れ
て
シ
ー

ル
を
貼
り
、
決
め
ら
れ
た
ご

み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
し
て

く
だ
さ
い
。

・・  

収
集
日
の
午
前
８
時
ま
で
に

出
し
て
く
だ
さ
い
。
深
夜
や

早
朝
に
ご
み
を
出
す
と
、
音

や
臭
い
で
周
囲
に
迷
惑
が
か

か
り
ま
す
。

・・  

ご
み
に
な
る
も
の
は
買
わ
な

い
・
も
ら
わ
な
い
よ
う
に
す

る
こ
と
が
、
家
庭
ご
み
を
減

ら
す
た
め
の
第
一
歩
で
す
。

可
燃
ご
み
の
減
量
に
よ
り
、

家
庭
に
返
却
可
能
な
未
使
用

シ
ー
ル
が
あ
る
場
合
は
、
市

で
回
収
・
再
利
用
し
ま
す
の

で
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

・・  

ご
み
シ
ー
ル
が
不
足
す
る
場

合
は
、
市
役
所
・
各
支
所
で

シ
ー
ル
を
購
入
し
て
く
だ
さ

い
（
１
シ
ー
ト
５
０
０
円
）。

・・  

ご
み
の
分
別
区
分
な
ど
を
調

べ
る
際
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
「
ゴ
ミ
出
し
検
索
」
を

活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問問
市
民
生
活
課 

環
境
係　
☎
62

‐
２
５
１
０
（
内
線
２
１
０
８
）

IDID
＝＝
６
９
０
２

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
単
位
区
設
定

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
単
位
区
設
定

統
計
調
査
員
が

巡
回
し
ま
す

　

令
和
５
年
10
月
に
行
わ
れ
る

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
に
先
立

ち
、
調
査
区
域
の
明
確
化
と
住

宅
数
な
ど
の
状
況
確
認
の
た
め
、

12
月
下
旬
～
２
月
上
旬
に
、
指

導
員
証
を
携
帯
し
た
統
計
調
査

員
が
市
内
を
巡
回
し
ま
す
。
調

査
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問問
総
務
課 

庶
務
係　

☎

62
‐
２
５
１
０
（
内
線

２
２
４
５・２
２
４
１
）

世帯員数 配布枚数

1 人 50 枚（５シート）

2 ～ 3 人 70 枚（７シート）

4 ～ 5 人 80 枚（８シート）

6 ～ 7 人 90 枚（９シート）

8 人以上 100 枚（10シート）

日
本
赤
十
字
社
海
外
支
援

日
本
赤
十
字
社
海
外
支
援

Ｎ
Ｈ
Ｋ
海
外
た
す
け
あ
い

　

日
本
赤
十
字
社
で
は
、
日
本

放
送
協
会
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

厚
生
文
化
事
業
団
と
共
催
で
海

外
た
す
け
あ
い
寄
付
金
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
温
か
い
ご
支
援

を
お
願
い
し
ま
す
。

受
付
場
所
＝

受
付
場
所
＝
市
役
所
１
階 

社
会

福
祉
課
、
各
支
所
福
祉
担
当　

受
付
期
限
＝

受
付
期
限
＝
12
月
25
日
（
日
）

問問
日
本
赤
十
字
社
阿
賀
野
市
地

区
（
社
会
福
祉
課 

福
祉
企
画
係

内
）　

62
‐
２
５
１
０
（
内
線

２
１
４
６
）　
IDID
＝＝
９
２
３
４

図
書
施
設
休
館
（
室
）
日

◎
市
立
図
書
館

◎
市
立
図
書
館

日日
12
月
15
日
（
木
）、19
日
（
月
）、

26
日
（
月
）、
29
日
（
木
）、
30
日

（
金
）、31
日（
土
）、１
月
１
日（
日・

祝
）、２
日
（
月・祝
）、３
日
（
火
）

◎
水
原
中
学
校
市
民
図
書
室

◎
水
原
中
学
校
市
民
図
書
室

日日
12
月
15
日
（
木
）、16
日
（
金
）、

23
日
（
金
）、
29
日
（
木
）、
30

日
（
金
）、
31
日
（
土
）、
１
月
１

日
（
日
・
祝
）、
２
日
（
月
・
祝
）、

３
日（
火
）、6
日（
金
）、13
日（
金
）

問問
市
立
図
書
館　
☎
67
‐
２
５
０
０

夜
間
役
所

日日
12
月
21
日
（
水
）、
1
月
4
日

（
水
）
午
後
５
時
15
分
～
７
時　
場場

市
役
所
１
階 

市
民
生
活
課　
内内
・

場場
戸
籍
、
住
民
票
、
印
鑑
登
録
・

証
明
、
納
税
、
口
座
振
替
手
続
き
、

母
子
健
康
手
帳
の
交
付
な
ど
／
市

役
所
1
階 

市
民
生
活
課
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
・
更
新
手

続
き
・
記
載
事
項
変
更
・
交
付
、

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
申
し
込
み
／
市

役
所
1
階
「
第
1
多
目
的
ホ
ー
ル
」

※
各
支
所
で
は
開
設
し
ま
せ
ん
。

問問
市
民
生
活
課 

市
民
係　
☎
62
‐

２
５
１
０　
IDID
＝＝
４
８
０
７

大
日
原
演
習
場
訓
練
予
定

射
撃
訓
練
＝

射
撃
訓
練
＝
12
月
16
日
（
金
）

～
19
日
（
月
）
午
前
8
時
～
午

後
5
時

※ 

演
習
場
内
へ
の
立
ち
入
り
は
、

許
可
が
必
要
で
す
。
訓
練
中

は
、
演
習
場
か
ら
離
れ
た
地

域
ま
で
大
き
な
音
や
振
動
が

届
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問問
新
発
田
駐
屯
地　
☎
０
２
５
４

‐
22
‐
３
１
５
１

相談は無料です。相談は無料です。
気軽に相談気軽に相談してしてください。ください。

◎弁護士による法律相談◎弁護士による法律相談（ID ＝ID ＝ 2604）
日日 12 月 21 日（水）、1 月 5 日（木）午後 1 時 30
分～4時30分（1人30分）　場 場  市役所1階「相談室」
※ 要電話予約。予約を取り消す場合も連絡してく

ださい。
※ 相談に来る際は、要点をまとめ、関係資料があ

れば持参してください。
≪ お急ぎの人は、次の機関をご利用ください≫
① 法テラス新潟　☎ 0570‐078‐328　平日午前

9 時～午後 5 時
② 新潟県弁護士会　☎ 025‐222‐5533　平日

午前 9 時～午後 5 時
申申・問問  市民生活課 相談係　☎ 62‐2510（内線

2109）

住宅用火災警報器の
長期使用に注意！

　火災発生時は、早期発見とすばやい避難が
重要であり、その手助けとなるのが住宅用火
災警報器（以下「住警器」）です。平成 23 年
に全ての住宅で住警器の設置が義務付けられ
たため、その頃に設置した人も多いと思います。
　しかし、長期間使用しているものは、いざ
というときに電子部品の異常や電池切れなど
で熱や煙を感知しない場合があります。

● アドバイス アドバイス
・ ・ 住警器は常にセンサーが作動し、監視

しています。本体の消耗・劣化を考慮し、
10 年を目安に本体を交換しましょう。

・ ・ 点検・交換の際は、けがなどに十分注
意して行いましょう。

・ ・ 住警器の点検・交換に便乗した悪質商
法もありますので、注意しましょう。

他他   消費生活に関するさまざまな情報は、消費者
庁のホームページ (https://www.
caa.go.jp/) で確認できます。

問問  市民生活課 相談係　☎ 62‐2510、
新潟県消費生活センター☎ 025‐285‐4196
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（11 月 16 日～ 30 日届出分、敬称略）
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氏名 保護者名 誕生日 住所

星野　心
こ と

都 優　輝 11.11 下条町
佐藤　玖

く お ん

音 孝　之 11.13 下　里
瀨藤　里

り く

玖 真　哉 11.14 中央町 2
塚田　陽

ひ な と

翔 峻　也 11.17 学校町
遠藤　徠

ら い じ ゅ

珠 光　純 11.19 山口町 2
酒井　一

い っ せ い

晴 脩一朗 11.19 安野町
坂内　理

り お

生 大　地 11.21 畑　江
鈴木　音

い よ

陽 健　太 11.21 七　石
鈴木　音

お と

都 健　太 11.21 七　石

氏名 年齢 死亡日 住所
佐藤　國夫 86 歳 11.13 若葉町
清野　　衞 73 歳 11.13 出　湯
大盛　利金 91 歳 11.16 福　永
齋藤　タマ 96 歳 11.16 小　浮
星野　キヨ 91 歳 11.16 宮　下
佐藤　睦子 84 歳 11.17 保　田
水留　幹男 63 歳 11.17 保　田
德重　　功 71 歳 11.17 法　柳
神田三十一 89 歳 11.18 渡　場
金田　光男 79 歳 11.18 寺　社
阿部　光男 88 歳 11.18 中央町 1
齋藤　國男 76 歳 11.19 京ヶ島
本間　ツネ 89 歳 11.19 山　倉
和田　順子 84 歳 11.20 中央町 1
伊藤　　巖 91 歳 11.20 上一分
齋藤　雪子 89 歳 11.20 上福岡
阿部　ウメ 91 歳 11.21 嘉瀬島
若月　ミネ 87 歳 11.21 中島町
小泉　末治 93 歳 11.21 学校町
渡邊　利夫 62 歳 11.21 日の出町
大堀　　校 86 歳 11.21 若葉町
下條　幸子 75 歳 11.22 大　室
大久保ユキイ 101 歳 11.22 上飯塚
金子　ヨミ 94 歳 11.23 保　田
関川　ハツ 87 歳 11.23 笹　岡
白井　笛子 93 歳 11.23 熊　堂
清野　順一 84 歳 11.24 下一分
瀧澤　リイ 97 歳 11.25 嘉瀬島
圓山　俊英 92 歳 11.25 外城町
水上キヨエ 96 歳 11.27 金渕甲
石栗　　久 79 歳 11.29 六野瀬

地フサ子 86 歳 11.29 飯山新

催
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て
・
教
育

健
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・
福
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健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ
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ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談
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ら
し
・
相
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■編集・発行  阿賀野市  市長政策・市民協働課  〒 959-2092 新潟県阿賀野市岡山町 10-15  ☎ 0250-62-2510 FAX 0250-62-0281
 ホームページ https://www.city.agano.niigata.jp/  メールアドレス shiminkyodo@city.agano.niigata.jp

診　療　日 診 療 医 院 電 話 番 号
12月18日（日） 田中皮膚科医院（市野山） 63‐2222

12月25日（日） 永田医院（山崎） 62‐2412

1 月 2 日（月） うえき内科クリニック（岡山町） 61‐2200

1 月 3 日（火） ながい眼科クリニック（市野山） 47‐4475

1 月 8 日（日） うちだ内科医院（市野山） 61‐2020

1 月 9 日（月） わだ耳鼻咽喉科クリニック（下条町） 63‐1212

1 月15 日（日） 安田診療所（保田） 68‐2148

　　 
診療時間：午前 9 時～正午
市ホームページにも掲載しています。休日診療

※診察を希望する人は、事前に問い合わせください。

問問危機管理課 危機管理係　☎ 25‐7194

1  安全安心メール（登録制）
2  電話自動応答　☎62‐8

ハ

1
イ

5
コ

0
レ

3  市ホームページ

防災行政無線の放送内容が
確認できます

安全安心メール
登録はこちらから

（https://www.city.
agano.niigata.jp/
mobile/5600.html）

今月の納期限は 12月26 日（月） です

○�固定資産税（3期）
○�介護保険料（9期）

○�国民健康保険税（6期）
○�後期高齢者医療保険料
（9期）

◆  納付は、確実で便利な口座振替をおすすめします。

救急医療電話相談
経験豊富な看護師等が受診の必要性や対処方法等を助言します。
年中無休、午後 7 時～翌朝午前 8 時　※携帯電話からの利用可
◎大人の救急医療電話相談◎大人の救急医療電話相談（おおむね 15 歳以上の人）

＃ 7119＃ 7119　または　☎ 025-284-7119025-284-7119
◎こどもの救急医療電話相談◎こどもの救急医療電話相談（15 歳未満の人）

＃ 8000＃ 8000　または　☎ 025-288-2525025-288-2525

ＤＶ・児童虐待・ひきこもり ～連絡・相談ください～
◎�子育て世代包括支援センター
　（水原保健センター 1 階　☎ 25-719725-7197）
月～金曜（祝日・年末年始を除く）午前 8 時 30 分～午後 5 時 15分
◎ＤＶ・児童虐待は、次の電話窓口で 24 時間相談に応じます。
　・県DV相談ナビ　☎＃＃88

は れ れ ば
000088（有料）

　・児童相談所虐待対応ダイヤル　☎ 11
いちはやく

8989（無料）


